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 ②　保護区の設定（ウニハードルの設置）

再生エリアの4箇所のうち、かつて広範に藻場が形成されていた箇所に、ウニ類の侵入防止施

設（ウニハードル）を設置し、海藻類の繁茂を促す。

 ③　母藻の設置

大型海藻類の種の供給量が磯焼けで不足している。そこで、現存するホンダワラ類を対象に母

藻の設置を上記の保護区で行い、藻場の回復を促す。

 ①　ウニ類の除去

藻場の再生エリア4箇所において、生息密度の高いウニ類を除去し、小型海藻類や大型海藻

類の繁茂を促す。
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